
提出先・お問い合わせ
日本イーライリリー健康保険組合

目的

対象者

対象の予防接種

補助金額

申請方法

提出先

インフルエンザ以外で、厚労省認可済みのもの

疾病予防と医療費抑制の取り組みの一環
として、以前より要望のあった予防接種
の費用補助が、ポイント利用できるよう
になりました。

予防接種実施日において日本イーライリリー健康保険組合加入者
（※乳幼児は無料の定期接種があるので各自治体の案内どおりに接種してください）

申請時点のポイント保有残高分
※お住まいの自治体から補助がある場合は公費助成優先、全額補助でない場合は差額請求可
※予防接種日時点で付与されていないポイントは精算対象外

自己負担接種後、接種者別、種類毎に申請書『ポイント精算予防接種費用補助金支給
申請書（インフルエンザ以外）』に領収書（コピー可）を添付。接種日より2カ月以内
に申請してください。
（※領収書には以下の記載が必要です。不備の場合は医療機関で記入してもらうか、明細書も添付）

★接種者氏名（フルネーム）、接種者別金額、接種日、医療機関名（領収印）、
　但書（○○○予防接種代）

1 日～20日までの受付は当月末払い、21日～月末は翌月末払いとなります

リリー健保宛、社内便または郵送

振込日

〒532-0003　大阪市淀川区宮原4-1-6　アクロス新大阪10階
〈TEL〉06-6150-1090　　〈MAIL〉info@lillykenpo.com
〈URL〉https://www.lillykenpo.com

ポイント精算 予防接種費用補助ポイント精算 予防接種費用補助
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